
残留熱除去系配管及び格納容器電気配線貫通部の変更に伴う影響について
【第１２条 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止】

１．基準適合性の確認範囲
①溢水防護対象設備の選定
ａ．原子炉の高温停止，低温停止を達成し，これを維持するために必要な設備，放射性物質の閉じ込め機能を維持するために必要な

設備並びに使用済燃料プールの冷却機能及び給水機能を維持するために必要な設備を，溢水防護対象設備として選定しているこ
とについて，「Ⅴ-1-1-8-1 溢水等による損傷防止の基本方針」（1,3頁参照）及び「Ⅴ-1-1-8-2 防護すべき設備の設定」
（1,3,10頁参照）にて，残留熱除去系配管及び格納容器電気配線貫通部は防護すべき設備に選定されていないことを確認した。

ｂ．溢水により発生し得る原子炉外乱及び溢水の原因となり得る原子炉外乱に対処するために必要な設備も選定していることについ
て，「Ⅴ-1-1-8-1 溢水等による損傷防止の基本方針」（1頁参照）及び「Ⅴ-1-1-8-2 防護すべき設備の設定」（2,3,6,7頁参
照）にて，今回の配管改造は材質や継手の変更であり系統としての使用方法に変更がないため，溢水評価上想定する起因事象の
抽出に影響のないことを確認した。

②溢水源，溢水量，溢水防護区画及び溢水経路の設定
ａ．想定する機器の破損等により生じる溢水源として配管の破損箇所からの溢水を想定するとともに，溢水量として隔離による漏え

い停止までに配管の破損箇所から流出する漏水量と隔離範囲内の系統保有水量を合算して設定していることについて，「Ⅴ-1-1-
8-1 溢水等による損傷防止の基本方針」（1,3,4頁参照）及び「Ⅴ-1-1-8-3 溢水評価条件の設定」（1,2,5,6,8,9頁参照）にて，
破損想定箇所は原則として系統の最大値（最大口径，最大肉厚）を使用するが，今回の配管改造において外径及び厚さに変更が
ないため，想定破損による溢水源，溢水量の設定に影響のないことを確認した。

ｂ．地震等の自然現象による機器の破損等により生じる溢水源として最も溢水影響評価が厳しくなる地震による溢水を想定し，具体
的には流体を内包する機器のうち基準地震動による地震力によって破損するおそれがある機器からの溢水並びに使用済燃料プー
ル等のスロッシングによる溢水を想定していること，また，破損する機器の保有水量と隔離範囲内の系統保有水量及びスロッシ
ングにより使用済燃料プール等外へ漏えいする溢水量を合算して設定していることについて，「Ⅴ-1-1-8-1 溢水等による損傷
防止の基本方針」（1,2,5頁参照）及び「Ⅴ-1-1-8-3 溢水評価条件の設定」（12頁参照）にて，耐震Ｓクラス機器については溢
水源として想定しないことから，評価に影響のないことを確認した。

ｃ．溢水防護対象設備が設置されている全ての区画並びに中央制御室及び現場操作が必要な設備へのアクセス通路を対象に溢水防護
区画を設定するとともに，溢水防護区画内外で発生する溢水に対して，溢水防護区画内の溢水水位が最も高くなる溢水経路を設
定していることについて，「Ⅴ-1-1-8-1 溢水等による損傷防止の基本方針」（2,5頁参照）及び「Ⅴ-1-1-8-3 溢水評価条件の設
定」（26頁参照）にて，今回の配管改造において溢水防護区画が変わるほどの配管の配置に影響を及ぼす仕様の変更を行ってい
ないことから，評価に影響のないことを確認した。
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残留熱除去系配管及び格納容器電気配線貫通部の変更に伴う影響について
【第１２条 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止】

１．基準適合性の確認範囲
③溢水防護対象設備に関する溢水評価及び防護設計
原子炉施設内における溢水の発生により，安全性を損なうおそれがないようにするため，以下を確認した。
ａ．没水影響に対して，溢水防護対象設備が要求される安全機能を損なうおそれがないようにするために，当該設備の機能喪失高さ

は当該区画の溢水水位に対して裕度を確保する設計としていることについて，「Ⅴ-1-1-8-1 溢水等による損傷防止の基本方針」
（2,6頁参照）及び「Ⅴ-1-1-8-4 溢水影響に関する評価」（1頁参照）にて，②の評価条件に変更のないことから，今回の配管改
造において，他の設計に影響を与えないことを確認した。

ｂ．被水影響に対して，溢水防護対象設備が要求される安全機能を損なうおそれがないようにするために，当該設備の配置を考慮し
た設計又は水の浸入に対する保護構造を有する設計としていることについて，「Ⅴ-1-1-8-1 溢水等による損傷防止の基本方針」
（2,7頁参照）及び「Ⅴ-1-1-8-4 溢水影響に関する評価」（1,11頁参照）にて，②の評価条件に変更のないことから，今回の配
管改造において，他の設計に影響を与えないことを確認した。

ｃ．使用済燃料プール等のスロッシングの影響に対して，スロッシング後も使用済燃料プールの冷却機能及び遮蔽機能並びに給水機
能の維持に必要な水位を確保する設計としていることについて，「Ⅴ-1-1-8-1 溢水等による損傷防止の基本方針」（2,9頁参
照）及び「Ⅴ-1-1-8-4 溢水影響に関する評価」（1,38頁参照）にて，②の評価条件に変更のないことから，今回の配管改造にお
いて，他の設計に影響を与えないことを確認した。

④その他の溢水防護設計
ａ．放射性物質を含む液体を内包する容器，配管その他の設備からあふれ出る放射性物質を含む液体が管理区域外へ伝播しないよう

にする設計としていることについて，「Ⅴ-1-1-8-1 溢水等による損傷防止の基本方針」（2,10,11,13頁参照），「Ⅴ-1-1-8-4
溢水影響に関する評価」（1,57,58頁参照）及び「Ⅴ-1-1-8-5 溢水防護施設の詳細設計」（1,5,25頁参照）にて，②の評価条件
に変更のないことから，今回の配管改造において，他の設計に影響を与えないことを確認した。また，配管貫通部に対して，配
管の配置に影響を及ぼす仕様の変更を行っていないことから，貫通部止水処置の設計に影響を与えないことを確認した。

２．まとめ
（１）残留熱除去系主配管の変更

今回の配管の改造については，配置及び機能に影響を及ぼす仕様の変更を行っていないことから，既工事計画において適合性が確
認されている溢水等による損傷防止対策の内容を変更するものではないが，改造を含むため，審査対応条文として整理している。

（２）原子炉格納容器電気配線貫通部の変更
今回の電気配線貫通部の改造については，対象設備の設置場所等を変更するものではなく，既工事計画において適合性が確認され
ている内容を変更するものでないため，審査対象条文とならない。
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確認図書名 確認結果

Ⅴ-1-1-8-1 溢水等による損傷防止の基本方針
配置及び機能に影響を及ぼす仕様の変更を行っていないことから，基本方針の内容に変更を及ぼ
すことがないことを確認した。

Ⅴ-1-1-8-2 防護すべき設備の設定
・配管及び電気配線貫通部は防護すべき設備に選定されていないことを確認した。
・配管及び電気配線貫通部の改造により，溢水評価上想定する起因事象の抽出に影響のないこと
を確認した。

Ⅴ-1-1-8-3 溢水評価条件の設定
・配管の改造により，想定破損による溢水源，溢水量の設定に影響のないことを確認した。
・耐震Ｓクラス機器については溢水源として想定しないことから，評価に影響のないことを確認
した。

Ⅴ-1-1-8-4 溢水影響に関する評価 評価条件に変更のないことから，影響のないことを確認した。

Ⅴ-1-1-8-5 溢水防護施設の詳細設計
・評価条件に変更のないことから，影響のないことを確認した。
・配管貫通部に対して配置に影響を及ぼす仕様の変更を行っていないことから，貫通部止水処置
の設計に影響のないことを確認した。

残留熱除去系配管及び格納容器電気配線貫通部の変更に伴う確認結果
【第１２条 発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止】
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